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屋外広告物許可件数等について

〇屋外広告物の許可とは 

ポスターや広告板、壁面利用広告などの屋外広告物は、屋外広告物法と越谷市屋外

広告物条例により、設置規模や設置できる地域等に制限があります。 

また、設置の際は適用除外の広告物を除き、市長の許可を受ける必要があります。 

令和２年度の条例改正において、許可・更新申請時に提出する「自主点検結果報告

書」の点検項目を増やし、写真の添付を義務付けることとし、屋外広告物の安全管理

を行っています。

また、今年度改定する「越谷市屋外広告物条例のしおり」に、景観計画における屋

外広告物の基本的な配慮事項を明記することで、景観に配慮した屋外広物の設置を誘

導していきます。

○屋外広告物許可申請件数・手数料

平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度
令和 4年度

（8月末時点）

新規
件数（件） ５１  ３２ ５０ ４７ ９

手数料（円） 364,300 211,050 283,150 344,400 46,200

更新
件数（件） ７７ ５７ ９６ ９５ ２３

手数料（円） 550,200 340,900 1,175,440 715,750 120,450
変更

改造

件数（件） １４ １８ １７ ２１ ７

手数料（円） 57,050 87,500 69,300 107,450 33,600

合計
件数（件） １４２ １０７ １６３ １６３ ３９

手数料 971,550 639,450 1,527,890 1,167,600 200,250
※東電の電柱広告の更新があった令和２年度は、東電の手数料だけで約６０万円にな

るため、年度によって手数料に差が生じています。尚、広告の枚数は約 2,000枚に
なりますが、「件数」は 1件としてカウントしています。
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○違反広告物撤去活動とは

  越谷市屋外広告物条例の規定に違反して掲出されている広告物であって、その広

告物が貼り紙・貼り札・広告旗・立看板などの簡易な広告物である場合には、屋外

広告物法の規定により所有者に伝えることなく、撤去することができます。

現在、市民ボランティア、越谷市、建設業協会・建設推進協同組合などで構成さ

れた屋外広告物対策協議会により定期的に撤去活動を行っています。違反広告物は

良好な景観を損ねるだけではなく、交通や通行の妨げとなり事故などに繋がるおそ

れがあるため対策を講じる必要があります。さらに、撤去活動と平行し、不動産業

者の貼り紙等が多いことから、宅建業協会越谷支部に協力いただき注意文の配布も

行なっています。

１．越谷市違反広告物簡易除却推進員（市民ボランティア）

  平成１７年度に簡易除却推進員制度が開始され、開始当初は２団体５４名の登録

がありました。直近４年間の推進員の推移は以下のとおりです。

≪推進員の人数・団体数≫

平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

人数 ４３ ４０ ３９ ３１ ３２ 

団体数 ７ ７ ７ ５ ５ 

（各年 4月 1日時点）
≪活動回数・撤去枚数≫

平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度
令和４年度

（８月末時点）

活動回数 ３４ ２６ １５ １８ １０

貼り紙 ９５６ １,４７６ ６４９ ７３９ ４６６

貼り札 ２，０４８ １,２２２ ９０ ４３ ３２

広告旗 0 １ ０ ０ ２

立看板 3 ２０ ０ ０ ２

合計 ３，００７ ２，７１９ ７３９ ７８２ ５０２

※令和２・３年度は撤去枚数が減少していますが、新型コロナウイルスの影響による

事業者の休業等により、広告物の掲出が減少したと考えられます。

また、活動回数についても、令和２・３年度は新型コロナウイルスの感染防止のた

め少ない状況となっています。
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２．越谷市屋外広告物対策協議会

「越谷市屋外広告物対策協議会」は、路上違反広告物対策のため、昭和６１年度に

埼玉県・越谷市・越谷建設推進協同組合・越谷市建設業協会、越谷警察署を構成員と

して発足しました。

平成７年度に埼玉県から簡易除却事務の移譲を受けたことから、平成２５年度まで、

越谷建設推進協同組合・越谷市建設業協会からなる同協議会に対し活動費として交付

金を交付し、平成２６年度以降は業務委託契約を交わし、活動を継続しています。

同協議会による活動は、市内全域を９つのエリアに分けて順に行っていましたが、

令和４年度から特に違法広告物の掲出が多いエリアを重点的に活動しています。

≪越谷市屋外広告物対策協議会の構成員≫

越谷建設推進協同組合 １０社

越谷市建設業協会 １５社

合計：２５社

≪活動回数・撤去枚数≫

平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度
令和４年度

（８月末日時点）

活動回数 １３８ １３３ １２８ １３０ ５０

貼り紙 １，３１５ １，０２１ ８８０ ６８５ ２１０

貼り札 ２，１６８ １，７１３ ６１２ ７１９ ３００

広告旗 ４３ ７ ２４ ３ ２

立看板 １ ２４１ ５ ７ ３

合計 ３，５２７ ２，９８２ １，５２１ １４１４ ５１５

※令和２・３年度は撤去枚数が減少していますが、新型コロナウイルスの影響によ

る事業者の休業等により、広告物の掲出が減少したと考えられます。


